
雇用保険に係る追加給付対象者（過去受給者）への対応

雇用保険を過去に受給されていた方で、追加給付の対象となる方につ
いては、10月頃から順次「お知らせ」を送付することとしているが、
対象者の住所を把握するに当たっては、住民基本台帳のデータ（以下
「住基データ」）と突合する。
※ 育児休業給付を過去に受給されていた方で、追加給付の対象となる方については、８月８日から

順次「お知らせ」を送付

「お知らせ」送付から「お支払い」までのスキームは、以下のとおり。

追加給付の対象者を抽出（バッチ処理）

住基データと突合し、「お知らせ」を送付する住所を把握

４情報（※）が合致
（対象者として特定）

「お知らせ」記載の受給時期を基に、
心当たりある方が、対象者特定のため
の「回答票」（勤め先等）を返送

併せて、振込先の口座情報を登録

ハローワークでお支払い

ハローワークで審査し、
対象者を特定

３情報（※）のみ合致
（対象者特定に至らず）

ハローワークでお支払い

口座確認の「お知らせ」 本人確認の「お知らせ」

対象者が振込先の口座情報を登録

お客様にて返送 お客様にて返送

（注）対象者本人でない方
から返送があった場合
は、書類を返却

（注）候補者が複数いる
場合は、全員に送付

※ 氏名、性別、生年月日※ 氏名、性別、
生年月日、住所
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